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精神疾患の医療体制の構築に係る指針について

標記について、別添のとおり各都道府県知事あてに通知しましたので、ご了

知方よろしくお願いいたします。
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厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課 ) 時騒

i揖震回雲

医療法(昭和 23年法律第 205号。以下「法j という。)第 30条の

4'の規定に基づく新たな医療計画の策定に関しては、「疾病・事業及

び在宅医療に係る医療体制にづいて J(平成 24年 3月 30日医政指発

0330第 9号。以下「指導課長通知 j という。)を平成 24年 3月 30

日に発出している。

指導課長通知の「精神疾患の医療体制の構築に係る指針J(以下「精

神疾患指針J という。)中、第 2， 2， ，(5) I認知症に対して進行予

防から地域生活の維持まで必要な医療を提供できる機能j において、

認知症の医療体制に係る具体的な内容については、「今後、関係部局

から発出される通知に基づいて作成すること J と規定していたが、

¥今般、これに基づくものとして、本文及び別表 5に認知症の医療体

制に係る記載を盛り込む形で精神疾患指針を改正することにした。

ついては、指導課長通知のうち、精神疾患指針に Jついては、改正後

のものを用いることとし、新たな医療計画作成の・ための参考にして

いただきたい。

なお J 本通知は法第 30条の 8に基づく技術的助言であることを申

し添える。

'、



0 「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」対照表

改 正案

精神疾患の医療体制jの構築に係る指針

[第 1 精神疾患の現状]

. [2 精神疾患の医療]

(6) 認知症の医療

認知症には、アルツハイマー病、血管性認知症、レピ

ー小体型認知症、前頭仮IJ頭型認知症、正常圧水頭症など

様々なものがあり、治療としては、アルツハイマー病に

対する薬物療法、認知症の行動・心理症状などの周辺症

現行

精神疾患の医療体制の構築に係る指針

[第 1 精神疾患の現状]

[2 精神疾患の医療]

(6) 認知症の医療

認知症には、アルツハイマー病、血管性認知症、レビ

ー小体型認知症、前頭側頭茎型認知症、正常圧水頭症な

ど様々なものがあり、治療としては、ヂルツハイマー病

に対する薬物療法、 BPS旦i翠主日症の在勤二心理症松)な

状に対する対応、認知症の身体合併症対応、家族に対す| どの周辺症状に対する対応、認知症の身体合併症対応、

る認知症内の対応指導などが行われている 100 I 家族に対する認知症への対応指導などが行われている i

平成 20年より、認知症の専門的医療の提供体制を強

化するため、認知症疾患医療センター運営事業を開始

し、平成 24年正月 1上回現在 ε全国で盟立力所の認知症

疾患医療センター(基幹型皇、地域型江主)が設置され

ている。平成 22年度 (97カ所)の認知症疾患医療セン

ターにおける電話及び商談による相談件数は 61346件、

鑑別診断は 2.3597件となっている。

[第 2 医療機関とその連携]

1 

10 。

平成 20年より、認知症の専門的医療の提供体制を強

化するため、認知症疾患医療センター運曽事業を開始

し、平成 24年 L月上臼現在、全国でliQ_カ所の認知症

疾患医療センター(基幹型豆、地域型珪立7が設置され

ている ρ 平成 22年度 (97カ所)の認知症疾患医療セン

ターにおける電話及び面談Jこよる相談件数は 61346件、

鑑別診断は 23597件となっている。

[第 2 医療機関とその連携]



[2 各医療機能と連携] [2 各医療機能と連携]

(5) 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで (5) 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで

必要な医療を提供できる機能【認知症] 必要な医療を提供できる機能【認知症】

⑦ 目標 官、知症の方が、早期の診断や、周辺症状への対応を含

. 認知症の人が、早期の診断や、周辺症状への対応を む治療等を受けられJできる限り住み慣れた地域で生活

含む治、療等を受けられ、できる限り住み慣れた地域で を継続できるような医療提供体制の構築を目標とする。

生活を継続できるために、医療サービスが介護サービ 具体的な内容については、今後、関係部局から発出され

ス等と連携しつつ、総合的に提供されること る通知に基づいて作成すること。
、

認知症疾患医療センター〆 1 を整備するとともに、~

知症の鑑ZI)診断を行える医療機関※ 2を含めて、少なく

とも二次医療圏に 1カ所以上、人口の多い一次医療圏

では概ね 65歳以上人口 6万人に 1カ所程度(特に 65

歳以上人口が多いー次医療圏では、認知症疾患医療セ

ンターを複数カ所が望ましい。)を確保すること

. 認知症の行動 z 心理症状で入院が必要な場合でも、

できる限り短い期間での退院を目指すために、ある月
， 

に新たに精神務病院に入院した認知症の人(認知症治

療病棟にみ院した患者)のうち、 50%が退院できるま

での期間を平成 32年度までに 2ヶ月(現在は 6ヶ月)

とできるよう俸制を整備すること

※ 1 認知症疾患医療セン告ー・保健・医療・介護機関等

と連携を図りながら、認知症に関する詳細な診断や、認

知症の行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治療、

2 



、

専門医療相談等を実施するものとして、各都道府県(指

定都市)が指定した医療機関

※ 2 認知症の鑑別診断を行える医療機関 認知症疾患医

療センターに配置すべき医師と同等の医師及び臨床心理

技術者(兼務ー可)が配置されている医療機関

② 医療機関に求められる事項

(認知症のかかりつけ医となる診療所・病院)

地域包括支援センターや公護支援専門員等と連携し

て、認知症の人の白常的な診療※ 1 を行うこと

認知症の可能性について判断でき、認知症を疑った

場合、速やかに認知症疾患医療センタ一等1の専門医療

機関を紹介できること

専門医療機関と連携して、認知症の治療計画や介護

サービス、緊急時の対応等が記載された認知症療養計

函に基づき患者やその家族等に療養方針を説明し、療

養支援を行うこと

認知症への対応力向上のための研修等に参加してい / 

ること

. 認知症疾患医療センタ一、 E方胆看護事業所、地域包

括:Jt援センタ一、介護サービス事業所等との連携会議

等に参加し、関係機関との連携を図ること

上記の連携にあたっては、その推進役として認知症

， 

3 



サポート医盟 2等が、認知症の専伺医療機関や地域包括

支援セン舎一等の情報を把握し、かかりつ ftの医師か

らの相談を受けて助言等を行うなど、関係機関とのつ

なぎを行うこと

※ 1 日常的な診療については、『在宅医療の体制構築 、

に係る指針」も参考にすること。

※ 2 認知症サポート医:認知症サポート医養成研修を

受講し、地域において医療と介護が一体となった認知

症の人への支援体制構築の役割を担う医師

(認知症窪患医療センター)

認知症疾患医療センター運営事業の実施要綱を踏ま

え、診断や治療など、それぞれの類型に応じた認知症

疾患医療センターとしての役割を果たすこと

(入院医療機関)

. 入院医療機関は、認知症疾患医療センタ一、訪問看

護事業所、地域包括支援セン告一、介護サービス事業

所等と連携体制を有し、退院支援街地域連携クリティ

カルパスの活用等により、退院支援に努めていること

退院支援部署を有すること

③ 関係機関の例

病院・診療所

認知症疾患医療センター

掴 認知症の専門医療機関(認知症の専門病棟を有する

4 
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訪問看護事業所

ムー蓬星

[第 3 構築の具体的な手JI度]

[1・現状の把握]

都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たっ

て、 (1)(2)に示す項目を参考に、患者動向、医療資源及

び医療連携等について、現状を把握する。

さらに、 (3)に示す、医療機能ごとおよびストラクチ

ャ-.プロセス・アウト力ムごとに分類された指標例に

より、数値で客観的に現状を把握する。

なお、 (1)~ {3)の各項目について、参考として調査名

を示しているが、その他必要に応じて調査を追加された

い。

(1) 患者動向に関する情報

こころの状態(国民生活基礎調査)

総患者数及びその内訳(性 s 年齢階級別、疾病小分

類別、入院形態別J(患者調査、精神保健福祉資料)

年齢調整受療率(精神疾患) (患者調査)

退院患者平均在院回数(患者調査)

雷l傷病に精神疾患を有する患者の割合(患者調査)

精神科デイ・ケア等の利用者数 f精神保健福祉資料)
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[第 3 構築の具体的な手Il医]

[1 現状の把握]

都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たっ

て、(1)(2)に示す項目を参考に、患者動向、医療資源及

び医療連携等について、現状を把握する。

さらに、 (3)に示す、医療機能ごとおよびストラクチ'

ヤー・プロセス・アウトカムごとに分類された指標例に

より、数値で客観的に現状を把握する。'

なお、 (1)~ (3)の各項目について、参考として調査名

を示しているが、そ.の他必要に応じて調査を追加された

い。

(1 ) 患者動向に関する情報

こころの状態(国民生活基礎調査)

総患看数及びその内訳(性・年齢階級別、疾病中分

類別、入院形態別) (患者調査、精神保健福祉資料)

年齢調整受療率(精神疾患) (患者調査)

e 退院患者平均在院日数(患者調査)

副傷病に精神疾患を有する患者の害1J合(患者調査)

精神科デイ・ケア等の利用者数(精神保健福祉資料)



精神科訪問看護の利伺者数(精神保健福祉資料)

1年未満及び 1年以上入院者の平均退院率(精神保

健福祉資料)

在院期間 5年以上かつ 65歳以上の退院患者数(精

神保健福祉資料)

3ヶ月以内再入院率(精神保健福祉資料) •• I 

自殺死亡率(人口動態統計、都道府県別年齢調整死 1

亡率〔業務・加工統計)) 

医療施設を受療した認知症患者のうち外来患者の割

合(患者調査)

認知症の退院患者平崎在院日数(患者調査)

認知症新規入院患者 2ヶ月日以内退院率(精神保健

筆盆室主主L

精神科訪問看護の利用者数(精神保健福祉資料)

1年来満及び 1年以上入院者の平均退院率{精神保

健福祉資料)

在院期間 5年以上かつ 65歳以上の退院患者数(精

神保健福祉資料)

3ヶ月以内再入院率(精神保健福祉資料)

自殺死亡率(人口動態統計、都道府県別年齢調整死

亡率(業務・加工統計)) 

(2) 医療資源・連携等に関する情報 1. (2) 医療資源民連携等に関する情報

従事者数、医療機関数(病院報告、医療施設調査、

事業報告)

往診・訪問診療を提供する精神科病院・診療所数(医

療施設調査)

一精神科訪問看護を提供する病院・診療所数(医療施

設調査)

I 訪問看護ステーシヨン数、薬局数

精神科救急医療施設数(事業報告)

精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの開

日

従事者数、医療機関数(病院報告、医療施設調査、

事業報告)

往診・訪問診療を提供する精神科病院 z 診療所数(医

療施設調査)

精神科訪問看護を提供する病院・診療所数(医療施

設調査)

訪問看護ステーシヨン数、薬局数(「在宅医療 1を

金盟L
精神科救急医療施設数(事業報告)



設状況{事業報告i

医療観察法指定通院医療機関数

地域連携クリテイカルパス導入率

GP (内科等身体疾患を担当する科と精神科)連携会

議の開催地域数及び、紹介システム構築地区数

向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安

薬)の薬剤種類数

抗精神病薬の単剤率

かかりつけ医認知症対応力向よ研修参加者数(事業

墾宣L
認知痘サポート医巻成研修修了者数(事業報告)

類型別の認知症疾患医療センター数(事業報告)

認知症疾患医療センター鑑別診断件数及び入院件数

4室茎韮主i
重度認知症患者デイ・ケア実施施設数(精神保健福

主主主盆L
重度認知症患者デイ冒ケアの利用者数(精神保健福

位差益L
認知症の地域連携クリティ力ルパス導入率

また、現状把握の際には、在宅医療の体制構築に係る

現状把握のための指標例(在宅療養支援診療所数など)

も参考にすることる

7 

精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの開

設状況(事業報告)

医療観察法指定通院医療機関数

地域連携クリテイカルパス導入率

GP (内科等身体疾患を担当する科と精神科)連携会

議の開催地域数忍び、紹介システム構築地区数

向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安

薬)の薬剤種類数

抗精神病薬の単剤率



[3 連携の検討]

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当た

って、患者の状態に応じた総合的な支援が提供できるよ

う、精神科を含む医療機関、保健・福祉等に関する機関、

福祉 E 介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地

域障害者職業センタ一、地域包括支援センタ一等の地域

の関係機関の連携が醸成されるよう配慮する。

また、精神科を含む医療機関、消防機関、地域医師会、

保健・福祉等に関する機関等の関係者l主、診療技術や知

識の共有、診療情報の共有、連鋳する医療機関 a 保健・

福祉等に関する機関・一医師等専門職種の情報の共有に努

める。

さらにA 都道府県は、精神疾患患者への対応に関する

| 知識の向上に資する研修会の実施等により、かかりつけ

の医師や精神科訪問看護に従事する職員等の人材育成

に努め、また医療連携の円滑な実施のため、精神疾患患

者の退院支援や福祉..介護サービス事業者との連携、他

の診療科との連携等が後進されるよう関係機関との連

l 絡調整に努める。
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[3 連携の検討]

(1 ) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当た

って、患者の状e態に応じた総合的な支援が提供できるよ

う、精神科を含む医療機関、保健・福祉等に関する機関、

福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地

域障害者職業センタ一等の地域の関係機関の連携が醸

J 成されるよう配慮する。

また、精神科を含む医療機関、消防機関、地域医師会、

保健・福祉等に関する機関等の関係者は、診療技術や知

識の共有、診療情報の共有、連携する医療機関・保健、幅

福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有に努

める。

さらに、都道府県!立、精神疾患患者への対応に関する

知識の向上に資する研修会の実施等により、かかりつけ

の医師や精神科訪問看護に従事ずる職員等の人材育成

に努め、また医療連携の円滑な実施~のため、精神疾患患

者の退院支援や福祉・介護サービス事業者との連携、他

の診療科との連携等が推進されるよう関係機関との連

絡調整に努める ι
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精神疾患の医療体制の構築に係る指針

平成24年 3月3.0日制定

平成24年 10月 9日一部改正

精神疾患は、症状が多彩にもかかわらず自覚しにくいという特徴があるため、

症状が比較的軽いうちには精神科医を受診せず、症状が重くなり入院治療が必

要になって初めて精神科医を受診するという場合が少なくない。また、重症化

してから入F完すると、治療が困難になるなど、長期の入院が必要となってしま

う場合もある。しかしながら、精神医学の進歩によって、発症してからできる

、だけ早期に必要な精神科医療が提供されれば、回復又は寛解し、再び地域生活

や社会生活を営むことができるようになってきている。

精神疾患に，寵患しでも、より多くの方がそれを克服し、地域や社会で生活で

きるようにするため、患者やその家族等に対して、精神科医療機関や関係機関

が連携しながら、必要な精神科医療が提供される体制を構築する必要がある。

本指針では、「第 1 精神疾患の現状」で精神疾患の疫学や、どのよう念医療

が行われているのかを概観し、「第 2 医療機関とその連携」でどのような医療

体制を構築すパきかを示している。

都道府県は、これらを踏まえつつ、 I第 3 構築の具体的な手順」に即して、

地域の現状を把握・分析し、また各病期に求められる医療機能を理解した上で、

地域の実情に応じて圏域を設定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれらの

医療機関相互の連携の検討を行い、最終的にば都道府県全体で評価まで行える

ようにする。

第 1 精神疾患の現状

1 精神疾患の疫学

(1) 精神疾患の範囲

精神疾患にはさまざまな定義が存在するが、本指針では、主に世界保健

機関 (WHO)による国際疾病分類第 10版 (ICD-10)の「精神および行動の

障害Jに記載されている疾患を対象とし、福祉サービス等との連携も考慮

し、現行の精神障害者保健福祉手帳1の対象となっている「てんかんJも対

象とする。また、近年患者数が増加している「うつ病」と「認知症j、さ

らに、精神科救急や緩和ケアなど精神医療が関わる分野についても、考慮

することとする。

1 精神障害者保健福祉手帳の障害者等級の判定基準(平成7年9万 12日健医発第 ll33
号厚生労働省保健医療局長通知)
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へ

(2) 精神疾患の現状

精神疾患は、近年その患者数が急増しており、平成 20年には 320万人

を超える水準となっている20 我が国での調査結果では、国民の 4)¥に 1

人 (25%)が生涯で、うつ病等の気分障害、不安障害及び物質関連障害のい

ずれかを経験していることが明らかとなっている30dまた、 WHOによると、

世界で 1000人に 7人 (0.7%)が統合失調症に擢患している九

自殺者数は、平成 10年以降 14年連続で 3万人を超える水準となってお

り、その要因うち、健康問題の中では、うつ病が多くなっている5。

精神疾患にはこのほか、発達障害や、高齢化の進行に伴って急増してい

るアノレツ川イマー病等の認知症等も含まれており、精神疾患は住民に広く

関わる疾患である。

また、精神疾患は、あらゆる年齢層で疾病により生じる負担が大きく、

また、精神疾患にかかると稼得能力の低下などにより、本人の連活の質の

低下をもたらすとともに、社会経済的な損失を生じている601

2 精神疾患の医療

(1) 予防

高血圧や糖尿病、がんなどの予防は工、ビ、デ、ンスに基づいた方法が確立し

ているが、精神疾患については、その必要性は認識されているものの予防

の効果を実証することが困難であり、具体的な方法は確立されてわるとは

いえない。しかし、適度な運動や、バランスのとれた栄養・食生活は身体

だけでなくこころの健康においても重要な基礎となるものである。これら

に、心身の疲労の回復と充実した人生を目指す「休養j が加えられ、健康

のための 3つの要素とされてきたところである。さらに、十分な睡眠をと

り、ストレスと上手につきあう乙とはこころの健康に欠かせない要素とな

っている70

(2) 診断

2 厚生労働省「患者調査J(平成 20年)

3 厚生労働科学研究「こころの健康についての疫学調査に関する研究J(研究代表者
川上憲人) (平成 18年)

4 WHO fSchizophrenia and pub1ic hea1thJ (1998年)

5 内閣府「自殺対策白書J(平成 23年度)、「平成 23年中における自殺の概況J(平成
24年)

6 厚生労働省障害者福祉総合推進事業「精神疾患の社会的コストの推計報告書J(平成

22年)

7 厚生労働省「健康日本21]
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精神疾患の診断の基本は、充分な観察・問診による精神症状の正確な把

握であり、心理検査等の検査が診断の補助として行われている。精神疾患

は、内科などに比べ客観的な指標が乏しいが、近年、神経画像・脳機能画

像などの技術が進歩しており、客観的診断方法として期待されている。

I診断においては、身体疾患に起因する症状性精神障害なども考慮し、精

神症状のみならず全身状態の把握も重要である。

また、身体疾患で内科等を受診した患者に、うつ病等の精神疾患が疑わ

れる場合には、速やかに精神科医に紹介することにより、正確な診断が行

われることが、適切な治療選択の観点からも重要と考えられる。

(3) 治療

精神疾患の治療においては、薬物療法が中心となるが、向精神薬(抗精

神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬)を処方する際は、必要な投与期間、

出現しうるすべての有害作用に対する対処法、奏功しなかった場合の代替

薬物、長期投与の適応などの知識をもとに、治療計画を患者とその家族等

に説明しておく必要がある8。また、診断、治療の両方において、生物学的、

心理学的、社会文化的側面を考慮できる視点も必要 8であり、 I生活習慣の

改善や、専門的な精神療法、作業療法、精神科デイ・ケアなど、薬物療法

以外の治療法も重要と考えられる。

(4) 合併症の治療

精神疾患においては、その疾病の特性から身体疾患の発見が遅れがちに

なる。したがって、診察においては精神症状だけでなく、身体疾患の有無

にも注意を払う必要がある。このため、身体疾患を合併する患者について

は、それを担当する内科医等と、地域の連携会議等を通じて、日頃から連

携している必要がある。

(5) うつ病の医療

うつ病の診断では、うつ病だけではなく、甲状腺疾患、副腎疾患、目撃疾

患、謬原病、悪性渥蕩、脳血管障害など身体疾患でもうつ状態を呈するこ

とに留意し9、また、双極性障害、認知症、統合失調症などの精神疾患との

鑑別も考慮する必要がある。さらに、アルコーノレ依存症との併存や、身体

疾患、の治療目的で使用されている薬物によるうつ病にも注意が必要であ

る。

8 カプラン臨床精神医学テキスト第2版 fDSM-IVーTR診断基準の臨床への展開J(監訳

井上令一、四宮滋子)メデイカル・サイエンス・インターナショナル

9 fよくわかる うつ病のすべて ー早期発見から治療まで J(編集鹿島晴雄、宮岡
等)永井書庖
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うつ病の診断には、上記の鑑別診断を考慮に入れた詳細な問診が不可欠

であり、心理検査を補助的に用いることがある。

治療は、抗うつ薬を中心としつつ、認知行動療法等の精神療法など非薬

物療法も行われている。

(6) 認知症の医療

認知症には、アノレツハイマー病、血管性認知症、レピーノト体型認知症、

前頭倶IJ頭型認知症、正常圧水頭症など様々なものがあり、治療としては、

アノレツハイマー病に対する薬物療法、認知症の行動・心理症状などの周辺

症状に対する対応、認知症の身体合併症対応、家族に対する認知症への対

応指導などが行われているへ

平成 20年より、認知症の専門的医療の提供体制を強化:するため、認知

症疾患医療センター運営事業を開始し、平成 24年 9月 11日現在、全国で

180カ所の認知症疾患医療センター(基幹型 8、地域型 172)が設置されて

いる。平成 22年度 (97カ所)の認知症疾患医療センターにおける電話及

び面談ばよる相談件数は 61346件、鑑別診断は 23597件となっている。

3 精神疾患の医療体制

(1) 精神科医療機関等の状況

病院数は近年減少傾向にあるが、平成 22年に精神病床を有する病院数

は 1667病院、精神科病院(精神病床のみを有する病院)数は 1082病院で、

平成 8年以降ほぼ横ばし、となっている~また、精神病床数は、平成 10年

以降減少傾向にあり、平成 22年に 34万 6715床となっている 110

一般診療所の数は、平成 11年に 9万 1500診療所、平成 20年に 9万 9083

診療所、精神科を襟模する診療所の数(重複計上)は、平成 11年に 3682

診療所、平成 20年に 5629診療所と、精神科を標携する診療所は一般診療

所の増加を上回る率で増加し、平成 20年には一般診療所の 5.7%を占めて

いる 120

精神科医師数(精神科を主たる診療科とする医師数)は、平成 22年に 1

万 4201人であり、平成 12年から平成 22年までの聞に医師全体の数は約

3.9万人増加しているのに対し、精神科医師数は 3138人増加しており、医

師数全体の増加割合を上回って増加している13。平成 12年と平成 22年と

10 厚生労働科学研究「精神科救急医療、特に身体合併症や認知症疾患合併症例の対応

に関する研究J(主任研究者黒漂尚) (平成 20年)

11 厚生労働省「医療施設調査(動態).J (平成 22年)

12 厚生労働省「医療施設調査(静態)J (平成 20年)

13 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査J(平成 22年)
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を比較すると、病院に勤務する精神科医師数の増加割合は約1.2倍である

のに対し、診療所で勤務する精神科医師数の増加害IJ合は約 2倍と、診療所

に勤務する精神科医師数の増加が顕著であるヘ

(2) 精神科救急医療(身体疾患を合併する精神疾患、患者含む)

精神科救急医療の状況については、精神科救急医療体制整備事業等を通

じて体制整備を図ってきている。平成 22年度の事業実績によると、精神

科救急医療圏 148か所、精神科救急医療施設 1069施設(常時対応、輪番

対応及び外来対応を含む。)であり、施設数はほぼ横ばいで推移じている。

一方、夜間・休日における精神医療相談窓口及び精神科救急情報センター

への電話相談件数は、平成 17年度は約 8万件、平成 22年度は約 15万件

であり、約‘2倍弱に増加している。また、夜間・休日の受診件数、入院件

数については、平成 17年度はそれぞれ約 3万件、約 l万2干件、平成 22

年度はそれぞれ約 3万6千件、約 l万 5千件といずれも増加しており、精

神科救急医療体制の充実・強化が求められている。

さらに、近年、身体疾患を合併する精神疾患患者が増加している。救命

救急センターの入院患者のうち 12%に精神医療の必要性があり、そのうち

18.5% (全体の 2.2%)が身体疾患と精神疾患ともに入院医療を要するとの

報告がある九また、精神病床を有する総合病院の調査から、身体疾患と

精神疾患共に入院水準の患者の発生する割合は、人口万対年間 2.51'牛との

推計がある九一方で、精神疾患を背景に有する患者は、救急搬送におい

て医療機関への受け入れまでに要する時聞が、通常の場合に比べて長時間

を要している状況にある160

以上のような状況を踏まえ、平成 22年の精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律(昭和 25年法律第 123号)の一部改Eにより、都道府県に

よる精神科救急医療体制の努力義務(精神保健福祉法第四条の 11)が法

律上規定され、平成 24年 4月から施行されることとなっている。このた

め、「精神科救急医療体制に関する検討会報告書(平成 23年 9月 30日)J 

を踏まえて、「精神科救急医療体制の整備に関する指針についてJ(平成 24

年 3月 30日障精発 0330第 2号社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保

健課長通知)が発出されており、都道府県が整備すべき精神科救急医療体

制の具体的な方向性が示されている。

14 厚生労働科学研究「精神科病棟における患者像と医療内容に関する研究J(主任研 J

究者保坂隆) (平成 18年) 、

15 厚生労働科学研究「精神科救急医療、特に身体疾患や認知症疾患合併症例の対応に

関する研究J(主任研究者黒海尚) (平成 19年)

16 消防庁「平成 20年度救急業務高度化推進検討会報告書J(平成 20年)
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第 2 医療機関とその連携

l 目指すべき方向

前記「第 1 精神疾患の現状j を踏まえ、個々の医療機能、それを満たす

医療機関、さらにそれら医療機関相互及び保健・福祉サーピス等との連携に

より、地域においで精神医療が実施される体制を構築する。

(1) 保健サービスやかかりつけ医等との連携により、精神科医を受診でき

る機能

(2) 患者の状態に応じて、外来医療や訪問医療、入院医療等の必要な医療

を提供し、保健・福祉等と連携して地域生活や社会生活を支える機能

(3) 精神科救急患者(身体疾患を合併した壱、者を含む。)、身体疾患、を合併

した患者や専門医療が必要な患者等の状態に応じて、速やかに救急医療や

専門医療等を提供できる機能

(4) うつ病の診断及び患者の状態lこ応じた医療を提供できる機能

(5) 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医療を提供で

きる機能

2 各医療機能と連携

前記 11 目指すべき方向」を踏まえ、精神疾患の医療体制に求められる

医療機能を下記(1)から (5)に示す。

都道府県は、各医療機能の内容(目標、医療機関に求められる事項等)に

ついて、地域の実情に応じて柔軟に設定する。

(1) 保健サーピスやかかりつけ医等との連携により、精神科医を受診でき

る機能[予防・アクセス]

① 目標

精神疾患の発症を予防すること

精神疾患が疑われる患者が、発症してから精神科医に受診できるま

での期間をできるだけ包縮すること

精神科を標傍する医療機関と地域の保健医療サービス等との連携を

行うこと

② 医療機関に求められる事項

住民の精神的健康の増進のための普及啓発、一次予防に協力するこ

左

保健所、精神保健福祉センターや産業保健の関係機関と連携するこ

と
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精神科医との連携を推進していること (GP(内科等身体疾患を担当

する科と精神科)連携※への参画等)

かかりつけの医師等の対応力向上のための研修等に参加しているこ

と

※ GP連携の例:地域レベルでの定期的な連絡会議(内科等身体疾患を担当す

る科の医師でうつ病患者を発見したときの日常的な連携体制の構築、ケース

スタディ等)の開催、精神科医への紹介システムの導入等

@ 関係機関の例

保健所、精神保健福祉センタ一、地域産業保健センター、メンタノレ

ヘルス対策支援センタ一、産業保健推進センタ一等の保健・福祉等の

関係機関

精神科病院、精神科を標携する一般病院、精神科診療所

一般の医療機関

薬局

(2) 精神疾患等の状態に応じて、外来医療や訪問医療、入院医療等の必要

な医療を提供し、保健・福祉等と連携して地域生活や社会生活を支える機

能[治療・，回復・社会復帰]

① 目標

患者の状態に応じた精神科医療を提供すること

早期の退院に向けて病状が安定するための退院支援を提供すること

患者ができるだけ長く、地域生活を継続できること

② 医療機関に求められる事項

患者の状況に応じて、適切な精神科医療(外来医療、訪問診療を含

む。〉を提供すること

必要に応じ、アウトリーチ(訪問支援)を提供できること

精神科医、薬剤師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心

理技術者等の多職種によるチームによる支援体制を作ること

精神症状悪化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保すること

早期の退院に向けて、病状が安定するための服薬治療や精神科作業

療法等の支援や、相談支援事業者等どの連携により、退院を支援する

こと

障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携し、生活の場で

必要な支援を提供すること

産業医等を通じた事業者との連携や、地域産業保健センター、メン

タルヘルス対策支援センター、産業保健推進センター、ハロ，ーワーク、
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地域障害者職業センタ一等と連携し、患者の就職や復職等に必要な支

援を提供すること

③ 医療機関等の例

精神科病院、精神科を標模する一般病院、精神科診、療所

在宅医療※を提供する病院・診療所

薬局

訪問看護ステーション

※ 在宅医療一般については、「在宅医療の体制構築に係る指針Jを参照。

(ωω3の) 精神科救急患者(身体疾患を合

た患者や専門医療が必必、要な患者等の状態に応じて、速やかに救急医療や専

門医療等を提供できる機能[精神科救急・身体合併症・専門医療]

① 目標

24時間 365目、精神科救急医療を提供できること

24時間 365S，身体合併症を有する救急患者に適切な救急医療を提

供できること

専門的な身体疾患(腎不全、歯科疾患等)を合併する精神疾患患者

に対して、必要な医療を提供できること

児童精神医療(思春期を含む)、アノレコーノレやその他の薬物などの

依存症、てんかん等の専門的な精神科医療を提供で、きる体制を少なく

とも都道府県単位で確保すること

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律(平成 15年法律第 110号。以下「医療観察法Jとしづ。)

の通院処遇対象者に医療を提供寸る指定通院医療機関について、少な

くとも都道府県単位で必要数※を確保すること

※「心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関の推薦依頼についてj

(平成 16年7月9日障精発第 0709006号社会・援護局障害保健福祉部精神・

障害保健課長通知)

② 医療機関に求められる事項

精神科救急患者の受け入れが可能な設備を有すること(検査室、保

護室、手厚い看護体制等)

地域の精神科救急医療システムに参画し、地域の医療機関と連携す

ること!

精神科救急患者を受け入れる、施設では、行動制限の実施状況に関す

る情報を集約し、外部の評価を受けていることが望ましいこと
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精神科病院及び精神科診療所は、継続的に診療している自院の患

者・家族や精神科救急情報センター等からの問い合わせ等については、

地域での連携により夜間・休、日も対応できる体制を有すること

身体疾患を合併した患者に対応する医療機関については、身体疾患

と精神疾患の両方について適切に診断できる(一般の医療機関と精神

科医療機関とが連携できる)こと

身体疾患を合併する患者に対応する医療機関で、あって、精神病床で

治療する場合は、身体疾患に対応できる医師又は医療機関の診療協力

を有すること

身体疾患を合併する患者に対応する医療機関であって、一般病床で

7台療する場合は、精神科リエゾンチーム※又は精神科医療機関の診療

協力を有すること

地域の医療機関や、介護・福祉サービス、行政機関等と連携できる

こと

専門医療を提供する医療機関は、各専門領域lごおいて、適切な診断・

検査モ治療を行なえる体制を有し、専門領域ごとに必要な、保健・福

祉等の行政機関等と連携すること

専門医療を提供する医療機関は、他の都道府県の専門医療機関とネ

ットワークを有すること

医療観察法指定医療機関は、個別の治療計画を作成し、それに基づ

き必要な医療の提供を行うとともに、保護観察所を含む行政機関等と

連携すること

※ 精神科リエゾンチーム 精神科医、薬剤師、看護師、作業療法士、精神保

健福祉士、臨床心理技術者等からなるチーム。一般病棟に入院する精神疾患

を有する患者等に対して、精神症状の評価を:行い、精神療法や薬物治療等の

診療計画の作成、退院後の調整等を行うロ

③ 関係機関の例

精神医療相談窓口、精神科救急情報センター

精神科救急医療体制整備事業の精神科救急医療施設

精神科病院、精神科を標携する一般病院、精神科診療所

救命救急センター、一般の医療機関

人工透析等の可能な専門医療機関

歯科を標携する病院・歯科診療所

専門医療を提供する医療機関

医療観察法指定通院医療機関
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なお、上記のうち、精神科救急医療体制の整備に関しては、「精神科

救急医療体制の整備に関する指針についてJ(平成 24年 3月 30日障精

発 0330第 2号社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)

を参照すること。

(4) うつ病の診断及び患者の状態に応じた医療を提供できる機能[うつ病]

① 目標

発症してから、精神科医に受診するまでの期間をできるだけ短縮す

ること

うつ病の正確な診断ができ、うつ病の状態に応じた医療を提供でき

ること

関係機関が連携して、社会復帰(就職、復職等)に向けた支援を提

f其で、きること

② 医療機関に求められる事項

(一般の医療機関)

うつ病の可能性について判断できること

症状が軽快しない場合等※に適切に紹介できる専門医療機関と連携

していること

内科等の身体疾患を担当する医師等(救命救急医、産業医を含む)

と精神科医との連携会議等 (GP連携事業等)へ参画すること

うつ病等に対する対応力向上のための研修等に参加していること

※ SSRIなどの抗うつ薬で4週間経過しても改善が見られない場合、他の精神

疾患との鑑別が必要と思われる場合、双極性障害が疑われる場合、自殺念慮

が強し、場合など cr自殺予防7 ニュアル第2版~地域医療を担う医師へのう

つ状態・うつ病の早期発見と対応の指針j平成 20年日本医師会編集)

(うつ病の診療を担当する精神科医療機関)

うつ病と双極性障害等のうつ状態を伴う他の疾患について鑑別診断

できーること J 

うつ病の、他の精神障害や身体疾患の合併などを多面的に評価でき

ること

患者の状態に応じて、薬物療法及び精神療法等の非薬物療法を含む

適切な精神科医療を提供でき、必要に応じて、他の医療機関と連携で

きること

患者の状態に応じて、生活習慣などの環境調整等に関する助言がで

きること
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かかりつけの医師をはじめとする地域の医療機関と連携しているこ

と(例えば、地域のかかりつけの医師等に対するうつ病の診断・治療

に関する研修会や事例検討会等への協力)

産業医等を通じた事業者との連携やv 地域産業保健センター、メン

タルヘノレス対策支援センタ一、産業保健推進センター、ハローワーク、

地域障害者職業センタ一等との連携、障害福祉サービス事業所、相談

支援事業所等との連携により、患者の就職や復職等に必要な支援を提

供すること

③ 医療機関等の例

精神科病院、精神科を標携する一般病院、精神科診療所

一般の医療機関

薬局

(5) 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医療を提供で

きる機能[認知症]

① 目標

認知症の人が、早期の診断や、周辺症状への対応を含む治療等を受

けられ、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるために、医療

サービスが介護サービス等と連携しつつ、総合的に提供されること

認知症疾患、医療センター引を整備するとともに、認知症の鑑別診断

を行える医療機関知を含めて、少なくとも，二次医療圏に 1カ所以上、

人口の多い二次医療関では概ね 65歳以上人口 6万人に lカ所程度(特

に 65歳以上人口が多い二次医療圏では、認知症疾患医療センターを

複数カ所が望ましい。)を確保すること

認知症の行動・心理症状で入院が必要な場合でも、できる限り短い

期間での退院を目指すために、ある月に新たに精神科病院にλ院した

認知症の人(認知症治療病棟に入院した患者)のうち、 50%が退院で

きるまでの期間を平成 32年度までに 2ヶ月(現在は 6ヶ月)とでき

るよう体制を整備すること

※ l 認知症疾患医療センター:保健・医療・介護機関等と連携を図りながら、

認知症に関する詳細な診断や、認知症の行動・心理症状と身体合併症に対す

る急性期治療、専門医療相談等を実施するものとじて、各都道府県(指定都

市)が指定した医療機関

※2 認知症の鑑別診断を行える医療機関:認知症疾患医療センターに配置す

ベき医師と同等の医師及び臨床心理技術者(兼務可)が配置されている医療

機関

② 医療機関に求められる事項
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(認知症のかかりつけ医となる診療所・病院)

地域包括支援センターや介護支援専門員等と連携して、認知症の人

の日常的な診療凱を行うこと

認知症の可能性について判断でき、認知症を疑った場合、速やかに

認知症疾患医療セン'タ一等の専門医療機関を紹介できること

専門医療機関と連携じて、認知症の治療計画や介護サービス、緊急

時の対応等が記載された認知症療養計画に基づき患者やその家族等

に療養方針を説明し、療養支援を行うこと

認知症への対応力向上のための研修等に参加していること

認知症疾患医療センタ一、訪問看護事業所、地域包括支援センタ一、

介護サービス事業所等との連携会議等に参加し、関係機関との連携を

図ること

上記の連携にあたっては、その推進役として認知症サポート医時等

が、認知症の専門医療機関や地域包括支援センタ一等の情報を把握し、

かかりつけの医師からの相談を受けて助言等を行うなど、関係機関と

のつなぎを行うこと

※ 1 日常的な診療については、「在宅医療の体制構築に係る指針」も参考に

するこーと。

※ 2 認知症サポート医.認知症サポート医養成研修を受講し、地域において

医療と介護が一体となった認知症の人への支援体制構築の役割を担う医師

(認知症疾患医療センター)

認知症疾患医療センター運営事業の実施要綱を踏まえ、診断や治

療など、それぞれの類型に応じた認知症疾患医療センターとしての役

割を果たすこと

(入院医療機関)

入院医療機関は、認知日症疾患医療センタ一、訪問看護事業所、地域

包括支援センター、介護サービ、ス事業所等と連携体制を有し、退院支

援・地域連携クリテイカノレパスの活用等により、退院支援に努めてい

ること

退院支援部署を有すること

③ 関係機関の例

病院・診療所

認知症疾患医療センター

認知症の専門医療r機関(認知症の専門病棟を有する病院等)

訪問看護事業所

薬局
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第 3 構築の具体的な手)1慎

1 現状の把握

都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、 (1)(2)に示す項

目を参考に、患者動向、医療資源及び医療連携等について、現状を把握する。

さらに、 (3)に示す、医療機能ごとおよびストラクチャー・プロセス・ア

ウトカムごとに分類された指標例により、数値で客観的に現状を把握する。

なお、 (1)~ (3)の各項目について、参考として調査名を示しているが、そ

の他必要に応じて調査を追加されたい。

(1) 患者動向に関する情報

こころの状態(国民生活基礎調査)

総患者数及;びその内訳{性・年齢階級別、疾病小分類別、入院形態別)

(患者調査、精神保健福祉資料)

年齢調整受療率(精神疾患) (患者調査)

退院患者平均在院日数(患者調査)

副傷病に精神疾患を有する患者の割合(患者調査)

精神科デイ・ゲ7等の利用者数(精神保健福祉資料)

精神科訪問看護わ利用者数(精神保健福祉資料)

I年未満及び 1年以上入院者の平均退院率(精神保健福祉資料)

在院期間 5年以上かつ 65歳以上の退院患者数(精神保健福祉資料)

3ヶ月以内再入院率(精神保健福祉資料)

自殺死亡率(人口動態統計、都道府県別年齢調整死亡率(業務・加工

統計))

医療施設を受療じた認知症患者のうち外来患者の割合(患者調査)

認知症の退院患者平均在院日数(患者調査}

認知症新規入院患者 2ヶ月目以内退院率(精神保健福祉資料)

， (2) 医療資源・連携等に関する情報

従事者数、医療機関数(病院報告、医療施設調査、事業報告)

往診・訪問診療を提供する精神科病院-診療所数(医療施設調査)

精神科訪問看護を提供する病院・診療所数(医療施設調査)

訪問看護ステーション数、薬局数

精神科救急医療施設数(事業報告)

精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの開設状況(事業報告)

医療観察法指定通院医療機関数

地域連携クリテイカルパス導入率
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GP (内科等身体疾患を担当する科と精神科)連携会議の開催地域数及

び、紹介システム構築地区数

向精神薬(抗精神病薬、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬)の薬剤種類数

抗精神病薬の単剤率

かかりつけ医認知症対応力向上研修参加者数(事業報告)

認知症サポート医養成研修修7者数(事業報告)

類型別の認知症疾患医療センター数(事業報告)

認知症疾患医療センター鑑別診断件数及び入院件数(事業報告)

重度認知症患者デイ・ケア実施施設数、(精神保健福祉資料)

重度認知症患者デイ・ケアの利用者数(精神保健福祉資料)

認知症の地域連携クリテイカノレパス導入率

また、現状把握の際には、在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指

標例(在宅療養支援診療所数など)も参考にすること。

(3) 指標による現状把握

、別表 5に掲げるような、医療機能ごと及びストラクチャー・プロセス・

アウトカムごとに分類された指標例により、地域の医療提供体制の現状を

客観的に杷握し、医療計画に記載する。その際、公的統計等により全都道

府県で入手可能な指標(必須指標)と、独自調査やデータ解析等により入

手可能な指標(推奨指標)に留意して、把握すること。

2 圏域の設定

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、「第 2 医療

機関とその連携」を基に、前記 11 現状の把握j で収集した情報を分析

し、精神疾患患者の病期及び状態に応じて、求められる医療機能を明確に r

して、圏域を設定する。

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約

等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内

に機能を担う施設が存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり

得る。

(3) 圏域を設定するに当たっては、二次医療圏を基本としつつ、障害保健

福祉圏域、老人福祉圏域等との連携も考慮、し、それぞれの医療機能及び地

域の医療資源等の実情を勘案して弾力的に設定する。

(4) 検討を行う場合は、地域医師会等の医療関係団体、現に精神疾患の診

療に従事する者、消防防災主管部局、福祉関係団体、住民・患者及びその

家族、市町村等の各代表が参画する。
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3 連携の検討

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、患者の状態

に応じた総合的な支援が提供できるよう、精神科を含む医療機関、保健・

福祉等に関する機関、福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、

地域障害者職業センター、地域包括支援セジター等の地域の関係機関の連

携が醸成されるよう配慮する。

また、精神科を含む医療機関、消防機関、地域医師会、保健・福祉等に

関する機関等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の共有、連携

する医療機関・保健・福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有

に努める。

さらに、都道府県は、精神疾患患者への対応に関する知識の向上に資す

る刑彦会の実施等により、かかりつけの医師や精神科訪問看護に従事する

職員等の人材育成に努め、また医療連携の円滑な実施のため、精神疾患患

者の退院支援や福祉・介護サービス事業者との連携、他の診療科との連携

等が推進されるよう関係機関との連絡調整に努める。

(2) 保健所は、「地域保健法第4条第 l項の規定に基づく地域保健対策の推

進に関する基本的な指針J(平成 6年厚生省告示第 374号)の規定に基づ

き、また、「医療計画の作成及ひ、推進における保健所の役割についてJ(平

成 19年 7月 20日健総発第 0720001号健康局総務課長通知)を参考に、医

療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等と連携して医療機関相互の調

整を行うなど、積極的な役割を果たすこと。

また、精神保健福祉センターにおいては、「精神保健福祉センター運営

要領についてJ(平成B年 1月 19日健医発第 57号保健医療局長通知)を

参考に、精神保健福祉関係諸機関と医療機関等との医療連携の円滑な実施

のため、精神保健に関する専門的立場から、保健所及び市町村への技術指

導や技術援助、関係諸機関と医療機関等との調整を行うなど、積極的な役

割を果たすこと。

(3) 医療計画には、原則として、各医療機能を担う医療機関等の名称を記

載する。

なお、地域によづては、医療資源、の制約等によりひとつの医療機関が複

数の機能を担うこともある。

さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医

療機能を担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、

地域の実情に応じて記載することで差し支えないが、住民に分かりゃすい

周知に努めるものとする。
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4 課題の抽出

都道府県は、「第 2 医療機関とその連携Jを踏まえ、 rl 現状‘の把握J

で収集した情報や指標lニより把握した数値から明確となった現状について

分析を行い、地域の精神疾患の医療体制の課題を抽出し、医療計画に記載す

る。

その際、現状分析に用いたストラクチャ一、プロセス、アウトカム指標の

関連性も考慮し人病期・医療機能による分類も踏まえ、可能な限り医療圏ご

とに課題を抽出する。

5 数値目標

都道府県は、良質かっ適切な精神疾患の医療を提供する体制について、事

後に定量的な比較評価を行えるよう、 r4 課題の抽出Jで明確にした課題に

対して、地域の実情に応じた目標項目やその数値目標、目標達成に要する期

聞を設定し、医療計画に記載する。

数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするととも

に、基本方針第 7に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとする。

なお、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医療圏の課題を

解決するために必要な目標を設定することとする。

6 施策

数値目標の達成には、課題に応じた施策・事業を実施することが重要であ

る。都道府県は、 r4 課題の抽出」に対応するよう r5 数値目標Jで設定

した目標を達成するために行う施策・事業について、医療計画に記載する。

7 ~.平{面

計画の実効性を高めるためには、評価を行い、必要に応じて計画の内容を

見直すことが重要である。都道府県は、あらかじめ評価を行う体制を整え、

医療計画の評価を行う組織や時期を医療計画に記載する。この際、少なくと

も施策・事業の進捗状況の評価については、l年ごとに行うことが望ましい。

また、数値目標の達成状況、現状把握に用いた指標の状況について、少なく

とも 5年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要があるときは、都道府県は

その医療計画を変更することとする。

さらに、医療の質について客観的な評価を行うために、症例登録等を行う

ことが今後必要である。

8 公表
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都道府県は、住民に分かりやすい形で医療計画を公表し、医療計画やその

進捗状況を周知する必要がある。このため、指標による現状把握、目標項目、

数値目標、施策やその進捗状況、評価体制や評価結果を公表する。その際、

広く住民に周知を図るよう努めるものとする。
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別表5精神疾患の医療体制構築に係る現状把握のための指標例(認知症の指標例を含む)

予防・アウセス
(うつ病認知症を含む)

治療・回復社会復帰
(うつ病・認知症を含む〉

|かかりつけ医等心

01静香加者数
! I '" I精神科を標檎する病院・診療所数、精神科病

@I院数

1 [事業報告]

ス日テーム，構._築山地円区数晶】~一、及び紹介シ

チャー かかりつけ医認知症対応力向上研博参

指標 。加者数

[事業報告]

。認知症サポート医聾成研暗悟7者数

[事業報告]

@I福祉相談等の被指導実人員・延人員

|【地域保健健庫増進事業報告]

l精神保健福祉センターにおける相談等の
@I活動

|[衛生行政報告例]l 保償問び市 町吋岬保健
叫 @I福祉訪問指 一 理 一 人 員

1 [地域保健健康増進事業報告】

iブロ Îf@ I糊保陣祉 セン←叩訪r…指訓 @I由実人員延人員
11 1[衛生行政報告例]

町民帯

@Iこころの状睡
Ir由民坐:膏某碑調杏1

ーヱI -
@必須指標、 0 任意指標

|【医療施設調査]

@ 

[捕院報告】

往診・訪問診揮を提供する精神科病院診療
所数

I @ I精問問看護を附棚診揮所拙

[医療施設調査]

@I相押円山岨惜1守胃叫

o 1(2種類以下J
I[NDB] 

同精神車田薬剤種
1 (3剤以上処方率)

|十完精神病薬由単剤牢

101附申告[同時長忌】-
I @ I精神障害者手帳宜伸

[衛生行政報告例]

I 1精神科デイ田ケア等由利J
01患者デイ・ケアを吉む)

|[精神保僅福祉資料]

.ハ l精神科訪問看護由利用者数
ν1 r措神保惜福祉資料1

。
。
。
@ 

。

刊問問人員数

精神科救急身体合併症吾丙医療二語釘註

精神科救急 | 制本合併症 専門医療

銅事書全治蓄え， 附

骨 i糊科救急医需施設激 ， @ j精神科救急・合併症対応施誼担 I @ I語議長踊

1[事業報告1 1 1 [事業報告]

i精神医療相談窓口及び精神科救畠情 1 1救命救急センターで「精神科」を有する 1 1 
。|報センタ 回開設状況 I @ I施設数 I @ I小児入院医澗理料噛

|【事業報告] 1 1 [医療施設調査】 1 1【診療報酬施設基準]

|精神科救急入院料・精神科急性期浩 1 1入院を要する救急医療体制で「精神 1 1重度アルコール依存症入日
@I療病棟入院料届出施設数 1 @ 1科」を有する施設数 1 @ 1算届出医療機関数

|【診療報酬施設基準] 1 1 [僅様施設調査] 1 1 [診療報酬施設基t

@I謀説救急醐酬を有する病院・引 @I精神病床を有するー師醐 I " I医療観察蛸定通

l[医療施設調査] 1 I[医療施設翻査]

| 類型別認知症疾』凶時@I 
| [事草報告]

l精神科救畠医療機関白夜間体自由 1 1副揮痛に精神疾患を有する患者の割 1 I~由哩 1
@I畳診件数、入院件数 101合 101江古田l

|[事業報告] 1 1 [患者調査[個票)] 1 I[NDB] 

自 立神科救急情報センターへの相談件 IA I措抽到島肱会時間相首 i 

日事業報告]

|年間措置聖者ー医晴
白 人口 1D万あた

1 [衛生行政報告:

保護室田隔離、
O 数

唱 地 理 世γリアイ刀Jレハ 八専〈準(a忽同盟企百 <I.l)

1年未満入院者加平均副

[精神保悩冨祉制1]
在院期間5年以上かっe

3カ月以内再ム院率

[精神埠健福措置料]

退院患者平均在院回数{認知症を吉む}

[患者調査]

医揮施設を畳醸した認知症患者のう夜以J 

[患者部査]

ヨ石歪薪嘉文研
[精神保健福祉費

自殺死亡率(人口10万あたり)

[人口動態統計1

司以内退院率

'聞 l

。指定]

複合地E


